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地方分権論 A 

 

2017 年度春学期 

第 7 回（資料） 

 

2017．５．26（金） 

第 4 限（14:45~16:15） 

3 号館 1104 室 

 

片木淳 

katagi◎waseda.jp（◎は@） 

 

次回までに 

（討論資料） 

自主戦略交付金をめぐる国会論議（参議院・予算委員会、平成 25 年 3 月 29 日、抜粋） 

（本資料の最後に掲載）を読んで、研究しておくこと。 
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１ 地方交付税制度 

 

1.1  地方交付税の性格と機能 

 

性格 ： 本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡を調整し、

すべての地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地か

ら、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配

分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税である。」（固有財

源） 

（参考   平成 17 年 2 月 15 日   衆・本会議   小泉総理大臣答弁） 

地方交付税改革の中で交付税の性格についてはという話ですが、地

方交付税は、国税五税の一定割合が地方団体に法律上当然帰属すると

いう意味において、地方の固有財源であると考えます。 

 

◎ 財源の均衡化（財政調整機能） 

地方団体間における財政力の格差を解消するため、地方交付税の適正な配分を

通じて地方団体相互間の過不足を調整し、均てん化を図る。  

 

◎ 財源の保障（財源保障機能）  

・ マクロ… 地方交付税の総額が国税５税の一定割合として法定されることに   

より、地方財源は総額として保障されている。 

・ミクロ… 基準財政需要額、基準財政収入額という基準の設定を通じて、どの

地方団体に対しても行政の計画的な運営が可能となるように、必要な

財源を保障する。 

 

1.2 地方交付税の総額と種類 

 

  総額 

地方交付税の総額は、所得税・法人税の 33.1%(平成 27年度から)、酒税の 50%(平成 27

年度から)、消費税の 22.3%(平成 26 年度から)、地方法人税の全額（平成 26 年度から）と

されている（地方交付税法第 6条）。 

 

 種類 

 地方交付税の種類は、普通交付税（交付税総額の 94％）及び特別交付税（交付

税総額の 6％）とされている（地方交付税法第 6 条の 2）。 
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1.3 普通交付税の額の算定方法 

 

 

○ 各団体の普通交付税額 ＝ 基準財政需要額 － 基準財政収入額 ＝財源不足額 

 

○ 基準財政需要額 ＝ 単位費用（法定）×測定単位（国調人口等）×補正係数（寒冷補正等） 

 

○ 基準財政収入額 ＝ 標準的税収入見込額 × 基準税率（75％） 

 

 

 

 

 

1 基準財政需要額 

 各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、当該団体について地方交付

税法第 11 条の規定により算定した額（地方交付税法第 2 条第 3 号）。 

 各行政項目別にそれぞれ設けられた「測定単位」の数値に必要な「補正」を加

え、これに測定単位ごとに定められた「単位費用」を乗じた額を合算して算定。 

 

2 単位費用 

 財政需要は、各地方団体の測定単位に「単価」を乗じることによって算定され

るが、この測定単位に乗ずる単価が「単位費用」。 

 単位費用は「標準的条件を備えた地方団体が合理的、かつ妥当な水準において

地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準」とし

て算定される（地方交付税法第 2 条第 6 号）。 
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3 補正係数 

 基準財政需要額の算定にあたっては、すべての都道府県またはすべての市町村

に費目ごとに同一の単位費用が用いられる。 

 しかし、実際の各地方団体の測定単位当たりの行政経費は、自然的・社会的条

件の違いによって大きな差があるので、これらの行政経費の差を反映させるため、

その差の生ずる理由ごとに測定単位の数値を割増し又は割落とししている。この

補正に用いる乗率が補正係数。 

 

４ 基準財政収入額 

 「基準財政収入額」とは、各地方団体の財政力を合理的に測定するために、当

該地方団体について地方交付税法第 14 条の規定により算定した額とされている

（地方交付税法第 2 条第 4 号）。 

 具体的には、地方団体の標準的な税収入の一定割合により算定された額となっ

ている。 

 

（標準団体） 

単位費用を算出するために、標準的な地方団体（標準団体）又は標準的な施設（標

準施設）を設定する。具体的には、人口、面積、行政規模が道府県や市町村のなか

で平均的なもので、自然的条件、地理的条件などが特異なものでないもの（積雪地

帯や離島ではなく、また都市化も平均的なもの）を想定する。 

 

さらに、標準的な経費を算定するため標準団体について、各費目ごとにより細か

く、行政規模を設定している。 

 

 【出典：以上、総務省ホームページ「政策 > 地方行財政 > 地方財政制度」「地方

交付税」等により作成。平成 29 年 5 月 20 日】 
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1.4  普通交付税の単位費用 地方交付税法別表（第 12 条関係、29 年度 市町村分

より抜粋作成） 

 

 ＜別表１ 抜粋＞ 「個別算定経費」 

 

市町村   

経費の種類 測定単位 単位費用      円 

一 消防費 人口 一人につき 一一、三〇〇 

二 土木費 

 １ 道路橋りよう費 

道路の面積 千平方メートルにつき 七五、二〇〇 

道路の延長 一キロメートルにつき 

 一九三、〇〇〇 

 ２ 港湾費 港湾における係留施設の延長 一メートルにつき 二六、六〇〇 

港湾における外郭施設の延長 一メートルにつき 六、三〇〇 

漁港における係留施設の延長 一メートルにつき 一〇、七〇〇 

漁港における外郭施設の延長 一メートルにつき 四、四〇〇 

 ３ 都市計画費 都市計画区域における人口 一人につき 九五七 

 ４ 公園費 人口 一人につき 五三一 

都市公園の面積 千平方メートルにつき 三六、三〇〇 

 ５ 下水道費 人口 一人につき 九四 

 ６ その他の土木費 人口 一人につき 一、六八〇 

三 教育費 

 １ 小学校費 

児童数 一人につき 四三、一〇〇 

学級数 一学級につき 八二八、〇〇〇 

学校数 一校につき 九、一八一、〇〇〇 

 ２ 中学校費 生徒数 一人につき 四〇、四〇〇 

学級数 一学級につき 一、〇一〇、〇〇〇 

学校数 一校につき 八、七七八、〇〇〇 

 ３ 高等学校費 教職員数 一人につき 六、六六八、〇〇〇 

生徒数 一人につき 七〇、三〇〇 

 ４ その他の教育費 人口 一人につき 五、〇九〇 

幼稚園及び幼保連携型認定こ

ども園の小学校就学前子ども

の数 

 

 

一人につき 三六〇、〇〇〇 

四 厚生費 

 １ 生活保護費 

 

市部人口 

 

一人につき 九、五二〇 

 ２ 社会福祉費 人口 一人につき 二一、一〇〇 
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 ３ 保健衛生費 人口 一人につき 七、八二〇 

 ４ 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 一人につき 七〇、九〇〇 

七十五歳以上人口 一人につき 九〇、六〇〇 

 ５ 清掃費 人口 一人につき 五、〇七〇 

五 産業経済費 

 １ 農業行政費 

 

農家数 

 

一戸につき 八一、五〇〇 

 ２ 林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数 一人につき 二六九、〇〇〇 

 ３ 商工行政費 人口 一人につき 一、二八〇 

六 総務費 

 １ 徴税費 

 

世帯数 

 

一世帯につき 四、五三〇 

 ２ 戸籍住民基本台帳   

  費 

戸籍数 一籍につき 一、一九〇 

世帯数 一世帯につき 二、一六〇 

 ３ 地域振興費 人口 一人につき 一、九一〇 

面積 一平方キロメートルにつき 

 一、〇四三、〇〇〇 

七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充て

るため発行について同意又は

許可を得た地方債に係る元利

償還金 

 

 

 

千円につき 九五〇 

（以下省略） 

 

＜別表 ２＞ 「個別算定経費」以外 

 

地方団体の種類 測定単位 単位費用 

道府県 

人口 一人につき 一〇、三九〇円 

面積 一平方キロメートルにつき 

 一、二三四、〇〇〇円 

市町村 

人口 一人につき 一九、〇八〇円 

面積 一平方キロメートルにつき 

 二、四三七、〇〇〇円 

 

【出典：総務省ホームページ、行政管理局「法令データ提供システム」「地方交付税法」

「別表１」・「別表２」に基づき作成。平成 29年 5月 20日】 
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1.5 地方交付税法の規定 

 

  （この法律の目的）  

第一条  この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行

政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交

付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自

治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。 

 

（運営の基本）  

第三条  総務大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確なは握に努め、地方交付税（以

下「交付税」という。）の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財

政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てんすることを目途とし

て交付しなければならない。  

２  国は、交付税の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はそ

の使途を制限してはならない。  

３  地方団体は、その行政について、合理的、且つ、妥当な水準を維持するように努

め、少くとも法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備える

ようにしなければならない。 

 

（交付税の総額）  

第六条   所得税及び法人税の収入額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入額の

百分の五十、消費税の収入額の百分の二十二・三並びに地方法人税の収入額をもつ

て交付税とする。 

２  （省略） 

 

（特別交付税の額の変更等）  

第六条の三  毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が第十条第二項本文の規

定によつて各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該

超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。  

２  毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が引き続き第十条第二項本文の規

定によつて各地方団体について算定した額の合算額と著しく異なることとなつた場

合においては、地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正又は第六条第一項に定

める率の変更を行うものとする。 

 

【出典：総務省 HP「法令データ提供システム」。下線は片木。H29.5.20】 
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２ 地方交付税の配分状況と地方財政対策 

2.1  平成 28 年度 普通交付税交付額(道府県分・市町村分) 

 

【出典：総務省 HP「広報・報道 > 報道資料一覧 > 平成 28 年度 普通交付税の算定結

果」「平成 28 年度 普通交付税の決定について」（平成 28 年 7 月 26 日）】 
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2.2  平成 28年度普通交付税不交付団体一覧表 

 

【出典：総務省 HP「広報・報道 > 報道資料一覧 > 平成 28 年度 普通交付税の算定結

果」「不交付団体の状況」（平成 28 年 7 月 26 日）】 
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2.3 国の予算と地方財政計画（通常収支分）との関係（平成 29 年度当初） 

 

【出典：総務省 HP「政策 > 地方行財政 > 地方財政制度 > 地方財政関係資料」「国の予算と地方財政計画との関係」。H.29.5.20 採取】 
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2.4 地方財政の財源不足の状況 

 

 

 

【出典：総務省 HP「政策 > 地方行財政 > 地方財政制度 > 地方財政関係資料」「地方財政の財

源不足の状況」。H.29.5.22採取】 

 

 

2.5 平成２８年度 臨時財政対策債発行可能額 

 

地方財源の不足に対処するため、平成２６年度から平成２８年度の間、地方財政法第５条の特

例として発行されるもの（平成１３年度から平成２５年度の間においても同様に発行。） 

なお、その元利償還金については、翌年度以降の基準財政需要額に全額算入する。 

臨時財政対策債発行可能額の算出方法財源不足額が生じている地方公共団体を対象とし、当

該不足額を基礎として算出。（財政力に応じて逓増） 
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【出典：総務省HP「広報・報道 > 報道資料一覧 > 平成 28年度 普通交付税の算定結果」「平成

28年度 臨時財政対策債発行可能額について」（平成 28年 7月 26日）】 
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（次回討論資料） 

自主戦略交付金をめぐる国会論議（参議院・予算委員会、平成 25 年 3 月 29 日、

抜粋） 

 

○小林正夫君 （前略） 

次に、地方の財政の関係ですけれども、民主党政権のときに地方主権ということで、地

方に一括交付金を下ろしてそこで裁量を持って使っていただくと、こういうような政策を

打ち出し、二年間、平成二十三年度には四千七百億円、二十四年度には六千七百億円を用

意をして地方に一括交付金としてお渡しをした。 

 二十五年度予算はゼロとなっていますけど、この地域自主戦略交付金がなぜ廃止をされ

たのか、お聞きをいたします。 

 

○国務大臣（新藤義孝君） この地域自主戦略交付金、これは廃止したのではなくて発展

的改善をしたと、そして、この制度の趣旨を生かしながら、これを私どもでより自由度の

高い、そして使い勝手の良い制度に直したということであります。 

 確かに一定の評価があったんです。しかし、その中でも、結局のところ、まず窓口は一

括で受けるけれども、その後で事業ごとに各省に予算執行を振り分けるんですね。そこで

また団体との手続が必要になってまいります。そしてまた、県と政令市のみにこういった

自主戦略交付金というのがありまして、市町村の部分は改善がありませんでした。ですか

ら、こういうものを含めて、私たちは、より自由度を上げるという意味においては事業の

大くくり化をしました。 

 それから、いろんな報告書を、手続を削減するとか、それからいろんな書類の添付をや

めるとか、そういうような御要望をこたえてやりました。しかし、大本の、まず一括で受

けてそれを各省に配分し直すと、ここに問題があるという御指摘があったわけですから、

ここのところを直すためには元々の各省にストレートに申請ができるようにせざるを得な

いということで私はこれを改善させていただいたということでありまして、これは自治体

の趣旨を踏まえると。 

 それから、民主党時代の御要望は一兆円規模でやるということでございましたが、今お

っしゃいましたように、四千億円から始まって六千億円ちょっとの仕事でありました。私

どもはそれを補正と合わせて今度は九千七百億まで広げさせていただいているわけであり

まして、これまでの思いはきちんと受け止めながら、より自由度の高い良い制度にさせて

いただいたと、こういうつもりであります。 

 

○小林正夫君 発展的になくしたというお話ですけれども、それは私は理解できません。

平成二十五年度予算はゼロということになっていることは間違いない。 

 そして、平成二十四年十一月に内閣府の地域主権戦略室がこの関係についてアンケート
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を取った資料がございます。その内容は、従来の補助金、交付金に比べて地方公共団体の

自由裁量は拡大しましたかと、こういう質問に対して、大きく拡大した、ある程度拡大し

た、これ六十六団体に質問をして全て回答があった、そのうち四十五団体がある程度拡大

したという、こういう答えになっているわけで、非常に地域としてはこういう制度につい

て私は期待をしていたと思っています。 

 使い勝手が悪いということも一つの自民党は理由になっているかも分かりませんが、使

い勝手が悪いならば使い勝手がいいようにしていくということが本来の私は筋だと思いま

すけど、もう一度答弁をお願いします。 

 

○国務大臣（新藤義孝君） このヒアリングは私も承知をしております。二十四年の八月

から九月にかけて、来年度の予算編成を前提にして、いわゆるその当時の政権が続くとい

う前提でアンケート調査をやったわけであります。そして、おおむねの、大いに評価する、

ある程度評価するを合わせれば七九％の評価があるのも事実であります。 

 しかし、そういう団体からも御要望が出ていたのは、必要な総額が確保されていない、

対象事業が従来の補助金、交付金に限定されている、事業執行に当たっての手続や期間な

どの運用改善、こういった御要望が寄せられていたわけであります。そして、先ほども申

しましたが、制度の根幹である、最初に一回内閣府に出すときに調整をする、そして内閣

府がまた割り振りをし直して各省に出す、そのときにまた手続や調整が必要だ、ここが煩

雑だという制度の根本についての改善の御要請があって、それを修正するということにな

れば、ストレートにこれは各省と交渉ができるようにし、かつ今までのくくりを大くくり

化したということで、より自由度を高めたということであります。 

 時間が掛かると恐縮ですが、例えば農水省では、自主戦略交付金の強い農業づくり交付

金相当分という事業がございます。でも、それ以外に自主戦略にかかわらない強い農業づ

くり交付金があり、産地活性化総合対策事業というのがあり、産地再生関連施設緊急整備

事業というのがあり、これ四つの仕事があるんです。これを私たちは一つのくくりにして

自由度を上げたのでありまして、これは私どもが地方の思いを受け入れた中でのこういう

制度だと御理解いただきたいと思います。 

 

○小林正夫君 民主党も、地方議会を経験をして今国会議員になっている方もたくさんい

らっしゃいます。それぞれの自治体の方からもいろんな情報をいただいていますけれども、

やはり一括交付金が必要で、要はひも付き補助金じゃ困るという意見も圧倒的に多いとい

うこと、こういう点がありますので、これもまた本予算の審議のときに改めて論議をした

いと思います。 

（以下略） 

 

（国会会議録検索システムによる。） 


